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広報こしがや　令和6年（2024年）3月号10 お知らせ税・国・介 募　集 就業・創業

　4月1日㈪から、相続に
よって不動産を取得した
相続人は、所有権を取得
したことを知った日から
3年以内に、相続登記の
申請が必要になります。
4月1日より前に亡くなった方の相続も対象で
す。違反すると、10万円以下の過料が科される
可能性があります。
〇自筆証書遺言書を法務局に預けませんか
　自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書
を法務局で保管できる制度です。遺言書の紛
失・改ざん等を防止できるほか、家庭裁判所の
検認手続きも不要となります。
＊詳しくは、ホームページを参照。または、下
記へお問い合わせください

∫さいたま地方法務局越谷支局☎966-1321

　臨時会が1月31日に市役所議場で開かれ、市
長提出2議案が原案どおり可決されました。
　また、3月定例会が2月26日㈪～3月18日㈪の
日程で開かれています(土曜・日曜日を除く)。
∫議案について…法務課☎963-9130、議会につ
いて…議事課☎963-9261

　3月1日㈮から戸籍の広域交付が始まり、越谷
市役所で市外の戸籍謄本(全部事項証明)が取得
できるようになります。
▶手数料：戸籍謄本450円、除籍謄本750円
▶持ち物：顔写真付きの本人確認書
類
＊休日窓口での取得不可
＊詳しくは、市ホームぺージを参照
∫市民課住民記録担当☎963-9126

　県・日本赤十字社・共同募金会に寄せられた
義援金の配分が行われました。本市への配分額
は3,317万9,349円です。義援金は、住居が半壊
した方、床上浸水の被害を受けた方に配分しま
した。温かいご支援をありがとうございまし
た。
∫福祉総務課☎963-9320

　いただいたご意見の要旨と市の考え方は、市
ホームページで公表します。
〇第7期越谷市障がい福祉計画・第3期越谷市障
がい児福祉計画(案)
▶募集期間：令和5年11月21日～12月20日
▶意見数：13件
∫障がい福祉について…障害福祉課☎967-513 
7、障がい児福祉について…子ども福祉課☎963 
-9172

〇第9期越谷市高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画(案)
▶募集期間：令和5年11月21日～12月20日
▶意見数：0件
∫介護保険課☎963-9305
〇越谷市マンション管理適正化推進計画(案)
▶募集期間：令和5年12月6日～6年1月12日
▶意見数：29件
∫建築住宅課☎963-9205
〇令和6年度越谷市食品衛生監視指導計画(案)
▶募集期間：1月6日～2月4日
▶意見数：0件
∫生活衛生課☎973-7533
〇(仮称)越谷市観光まちづくり推進計画(素案)
▶募集期間：1月4日～2月2日
▶意見数：0件
∫経済振興課☎967-4680

　職員の電話対応品質および接遇意識の向上の
ため、発信、着信ともに電話通話を録音しま
す。
∫庁舎管理課☎963-9134

　越ヶ谷地区自治会連合会では、(一財)自治総
合センターの令和5年度宝くじ助成を受けて、
冷蔵庫、紙折り機、ノートパソコン、折り畳み
いす、ワンタッチテント等の自治会活動に必要
な備品を整備しました。
∫市民活動支援課☎963-9153

▶日時：3月17日㈰～20日㈷、9:00～17:00
▶場所：清浄院(大松60)
∫生涯学習課☎963-9315

相続登記の申請が義務化

意見募集結果

令和5年台風第2号災害義援金の配分

市役所への電話通話を録音

コミュニティ助成金で備品を整備臨時会が開かれました。3月議会が
開かれます

全国の戸籍謄本を本市で取得できま
す

市指定文化財・清浄院｢木造阿弥陀
如来坐像｣公開

相続登記申請　　　自筆証書遺言書保管制度

不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」

市民課休日窓口は3月31日㈰・4月7日㈰です

　戸籍謄本や住民票の写しなどには、大切な個人情報が含まれ、本人やその家族、代
理人以外で、交付の請求が出来る場合は限定されています。
　しかし、本人の知らないところで、法に基づく請求に見せかけた不正取得が行われ
る事案が後を絶ちません。こうした行為は、個人情報の不正取得のみならず、身元調
査に利用され、結婚差別や就職差別などの人権侵害や犯罪などにも悪用されるおそれ
があります。これは、埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例で禁止されている部
落差別につながる可能性もあります。
　こうした事案を防止・抑止するため、埼葛地域をはじめとした多くの自治体には、
｢事前登録型本人通知制度｣があります。この制度は、戸籍謄本等が本人の代理人や第
三者に交付されたとき、事前に登録した人に対してその事実を通知するものです。
　この制度を利用することで、戸籍等を取得されたことが本人に通知されるため、万
一、不正取得があった場合でも早期発見が期待できます。また、多くの人の登録があ
れば、不正取得をする側が警戒するため、不正取得を抑止することができます。
　制度の利用には、お住いの自治体の担当窓口での事前登録が必要です。大切な個人
情報を守り、一人ひとりを大切にする社会を実現するために｢事前登録型本人通知制
度｣へ登録しませんか。
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119、生涯学習課☎963-9283

本人通知制度について
～大切な個人情報を守るために～人権それは愛


